
　　人口集中地区は、昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法による町村合併や新市　

　の創設などにより市部地域が拡大され、市部・郡部別の地域表章が必ずしも都市的地域と農村的地域の特

　質を明瞭に示さなくなったため、都市的地域の特質を明らかにする統計上の地域単位として、昭和35年国

　勢調査から設定されたものである。

　　令和２年国勢調査の「人口集中地区」は、以下の３点を条件として設定した。

　　(１) 令和２年国勢調査基本単位区を基礎単位地域とする。

　　(２) 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区（原則として人口密度が１k㎡当たり4,000人以上）

　　 　  が隣接していること。

　　(３) それらの地域の人口が令和２年国勢調査時に5,000人以上を有すること。

　　なお、個別の人口集中地区の中には、人口密度が１k㎡当たり4,000人に満たないものがあるが、これは

　人口集中地区が都市地域を表すという観点から、人口集中地区に常住人口の少ない公共施設、産業施設、

　社会施設等のある地域を含めているためである。

令和２年10月１日現在 

地　　　　　　　域 人　　　　　　　口 面　　　積　（k㎡）
人 口 密 度

（ １ k ㎡ 当 た り ）

浜　　　　松　　　　市 479 900    88.47   5 424.4   

中　　　　　　　　　区 229 224    38.53   5 949.2   

東　　　　　　　　　区 79 734    16.22   4 915.8   

Ⅰ 55 803    11.23   4 969.1   

Ⅱ 9 895    1.81   5 466.9   

Ⅲ 7 751    1.92   4 037.0   

Ⅳ 6 285    1.28   4 910.2   

西　　　　　　　　　区 52 682    11.63   4 529.8   

Ⅰ 21 490    5.02   4 280.9   

Ⅱ 16 677    3.07   5 432.2   

Ⅲ 14 515    3.53   4 111.9   

南　　　　　　　　　区 59 051    11.32   5 216.5   

Ⅰ 40 349    7.00   5 764.1   

Ⅱ 18 702    4.32   4 329.2   

北　　　　　　　　　区 17 938    3.56   5 038.8   

浜　　　　北　　　　区 41 271    7.21   5 724.1   

Ⅰ 29 986    5.26   5 700.8   

Ⅱ 11 285    1.95   5 787.2   

　資料：総務省統計局（国勢調査報告）

  注)面積は、国土交通省国土地理院「令和２年全国都道府県市区町村別面積調」による。
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